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「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果（平成２４年度）（案）に対

する意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。 



（別紙） 

意見提出者 西日本電信電話株式会社 

 

公正競争レビュー検証結果案に対する意見 

 

今回の検証結果（案）では、当社に対する電気通信事業法等の法令や各種ガイドラ

インの遵守状況、及び改正事業法に基づく措置事項については、当社に報告を求め

る等して、厳格な検証を行ったうえで、「直ちに追加の措置が必要とは認められない」

との判断が示される一方で、当社が情報通信市場の市場環境・競争環境の変化や実

態を踏まえ指摘・問題提起している点に関しては、具体的かつ十分な検証が行われて

いません。 

公正競争レビュー制度の目的がブロードバンドの普及促進にあることからすれば、

別添の当社意見を踏まえ、以下のような点についても、実態等を深掘りした検証を実

施していただくとともに、時代にそぐわない規制は撤廃又は緩和していただきたいと考

えます。 

 

■ブロードバンド普及促進に係る取組状況等に関する検証 

・  「ＩＣＴ利活用の促進に関する検証」に関して、政府が主体となったＩＣＴ利活用の

促進策（予算確保、事業推進、規制・制度等の見直し等）の一例を紹介するだけ

でなく、その取組みが情報通信市場やＩＣＴ利活用促進に与えた影響・効果につい

ても定量的な分析を行っていただきたいと考えます。また、通信事業者や通信事

業者以外の端末メーカ、アプリケーション・コンテンツプロバイダ、医療機関や教

育機関等のプレイヤーがそれぞれどのような役割を果たしＩＣＴ利活用促進に貢献

したのかといった点について、利用者側の視点も踏まえ、より掘り下げた検証を

行う必要があると考えます。 

・  急速に進みつつある固定通信・移動通信を一つとして捉えたＦＭＣ市場の検証

や、そのＦＭＣ市場が個々のサービス市場に与える影響、さらには上位レイヤで

市場支配力を持つプレイヤーが通信市場に及ぼす影響についても、現在の市場

環境を捉えた検証を行う必要があると考えます。 

  

■指定電気通信設備制度に関する検証 

・  例えば、「ＮＧＮ等に係るアンバンドル機能に関する検証」について、検証結果

（案）においては、従前からの考え方と同様、「他事業者が自ら調達したアクセス

回線等を収容ルータに接続する形態が増えていくことも想定されること」、「ＮＧＮ

は、今後我が国の基幹的な通信網となることが想定されること」といった想定上の

理由だけで、「引き続きアンバンドルの対象とすることが適当」とされています。 
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しかしながら、他事業者は、ルータ等の局内装置を自ら設置して独自のＩＰ通信

網を構築し、アクセス回線も自ら設置、あるいは当社がオープン化により提供して

いるダークファイバ等を利用してサービスを提供しており、その結果、ＮＧＮに係る

収容局接続機能等については、機能の提供開始以降、他事業者による利用実績

はありません。 

こうした実態を踏まえれば、当社のＮＧＮ等に対して、全事業者に課せられてい

る接続義務に加えて、指定電気通信設備規制まで課す必要はないと考えます。 

このように、指定電気通信設備やアンバンドル機能の対象に関する検証にあた

っては、従来の考え方を踏襲するだけの検証ではなく、より実態等を反映した検

証を行っていただきたいと考えます。 

・  昨年７月に制定された「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」において、

「双方の利用者同士が相互に通信を行うためにネットワークと接続する場合には、

相互に接続料を支払い合う関係に立つことから、事業者間協議に当たっては、算

定根拠に係る情報開示の程度について、両当事者の間で合理的な理由なく差が

生じないよう留意することが適当」といった指針が示されたにもかかわらず、依然

として、接続事業者は、経営情報に該当する等を理由に一切の情報開示を行って

いただけず、協議が難航している事例が生じております。 

総務省殿におかれましては、まず、接続事業者が設定する接続料の実態を調

査・把握した上で、速やかに、当該事業者がガイドラインを遵守するよう指導を徹

底していただき、それでもなお改善されない場合には、抜本的な是正を行ってい

ただきたいと考えます。 

 

■禁止行為に関する検証 

・  現在ＮＴＴグループ以外の事業者は、市場環境・競争環境の変化に対応し、自

社のスマートフォンと自社または特定事業者のＦＴＴＨサービスやＣＡＴＶインター

ネットサービスを組み合わせた割引サービスの提供を開始する等、柔軟なサービ

ス提供を展開しています。このような中で禁止行為規制によってＮＴＴグループだ

けが柔軟に連携・対応できないとすると、ＮＴＴグループのお客様だけが不利益を

被ることになり、ＩＰ・ブロードバンドの利活用促進やお客様利便の向上を阻害する

ことになります。 

したがって、お客様利便を向上する観点から、現在の規制のうち時代にそぐわ

ないものは撤廃または緩和していただきたいと考えます。 
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情報通信市場は、技術のイノベーションが非常に早く、移動通信の高速ブロードバンド化の進展、ＦＭＣ市場の拡大、グローバルプレ

イヤーによる端末とアプリケーションサービスの一体提供等により、市場環境・競争環境の急激なパラダイムシフトが進んでいます。そ

の結果、ユーザの選択肢も、固定から移動へ、国内から海外へ、通信サービスからアプリケーションサービスへといった具合に、これま

での垣根を越えるようになってきており、ユーザも個々の必要に応じてそれらの多様なサービスを自在に使いこなせるようになっていま

す。こうした点で、サービスを提供する通信事業者が当初はＮＴＴ１社しかなく、アプリケーションも音声通信サービスしかなかった電

話時代はもちろんのこと、スマートフォンが出現する以前に想定していた情報通信市場の市場構造からも大きく異なっています。 

・ブロードバンド市場においては、３．９世代携帯電話パケット通信アクセスサービス（ＬＴＥ）、ＢＷＡアクセスサービス（ＢＷＡ）が急速に普及しており、平成２４年７月～９

月において、ＦＴＴＨアクセスサービス（ＦＴＴＨ）の純増数が約３６万純増である一方、ＬＴＥは約３６７万純増、ＢＷＡは約９７万純増と、両者をあわせた純増はＦＴＴＨ

の純増の約１３倍に達しており、３者を合わせたブロードバンド市場においてＦＴＴＨの純増シェアは約８％に過ぎない状況となっています。（注：数字は、「電気通信サービス

の契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成２４年度第２四半期（９月末））（平成２４年１２月１９日総務省報道発表資料）」より） また、急速な技術革新によりＬ

ＴＥについては、１００Ｍｂｐｓを超えるメニューが提供され始めており、移動通信における超高速ブロードバンドとしての需要代替性はますます高まってきています。 

・携帯電話の新規販売台数に占めるスマートフォンの割合は約１０％（平成２２年度）から約４０％（平成２３年度）に急増し、平成２３年度のスマートフォン販売台数は約２，

５００万台を超えるようになってきています。スマートフォン利用者は、自宅ではＷｉＦｉ経由で固定ブロードバンド回線を、駅や公共施設・カフェ等では公衆無線ＬＡＮを、

それ以外の屋外ではモバイルブロードバンド回線を利用する等、１つの端末で、固定と移動の中から、最適な回線を選択しながらインターネットにアクセスするようになってい

ます。そのため、他事業者もスマートフォン利用者向けに、自社のモバイルブロードバンド通信と自社又は他社の固定ブロードバンド通信を組み合わせた割引サービスを提供開

始する等、スマートフォンをトリガーとした固定通信と移動通信の融合が進んでいます。その結果、例えばＫＤＤＩ殿のａｕスマートバリューの契約数が既に２８５万（平成２

４年１２月末）になる等、ＦＭＣ市場が急速に拡大し、単体の固定ブロードバンド市場やＦＴＴＨサービス市場に影響を与えるようになっています。 

・ＧｏｏｇｌｅやＡｐｐｌｅ等のグローバルプレイヤーやＳｋｙｐｅ等の様々なアプリケーションサービスプロバイダが、スマートフォンやタブレットＰＣ上で、これまで主に通

信事業者が提供してきた電話やメール等の通信サービスをアプリケーションサービスとして自在に提供するようになっています。また、それら事業者は、端末とコンテンツ・ア

プリケーションを一体的に提供するようになっています。さらには、アプリケーション市場単独でもＳｋｙｐｅやＬＩＮＥ等、従来の通信サービスの代替となるアプリケーショ

ンのユーザが全世界で約８億に達しており、情報通信市場においてサービスやプレイヤーのグローバル化や多様化が急速に進んでいます。 

こうした状況にありながら、今回の公正競争レビューにおいては、これまでの競争セーフガード制度や接続ルール見直しの議論・答申

と同様に、依然として固定通信と移動通信、通信レイヤと上位レイヤといった、ユーザにとっては意味がなくなりつつある区分を前提と

した議論がなされ、当社をはじめとするＮＴＴグループに対し、電話時代を前提とした指定電気通信設備規制や禁止行為規制といった非

対称規制を課していますが、こうした規制は、ユーザの利便性が損ねるだけでなく、ＩＰ・ブロードバンドサービスの普及拡大にも影響

が及び、ひいてはＩＣＴ利活用の促進や我が国の国際競争力の向上にとっても障害になると考えます。 

（別添） 
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公正競争レビュー制度の目的であるブロードバンド普及促進を図るためには、通信事業者のネットワークサービスのみならず、国内外

の様々なプレイヤーが提供するコンテンツ・アプリケーションサービスまで含め、情報通信市場全体を俯瞰した議論がなされるべきであ

り、当社も含む全てのプレイヤーが他のプレイヤーと自由にコラボレーションすること等を可能とし、新たなビジネスを迅速に創出でき

る環境や、多様で低廉なサービスを迅速に提供できる環境を整備するといった視点で検討を進めることが重要であると考えます。こうし

た自由なマーケットにおいてこそ、各社の創意工夫や競争を通じたイノベーションが起こり、新たなサービスが創造され、ユーザ利便が

向上していくと考えます。したがって、今回、公正競争レビュー制度に基づく検証を行なうにあたっては、ＦＴＴＨ、ＤＳＬ、ＣＡＴＶ

等のサービス毎の市場に閉じた検証を行なうのではなく、固定通信・移動通信を一つとして捉えたＦＭＣ市場の検証やそのＦＭＣ市場が

個々の市場に与える影響、更には、上位レイヤで市場支配力を持つプレイヤーが通信市場に参入することによる影響等、市場環境や競争

環境の変化をしっかりと踏まえた検証を行なっていただく必要があると考えます。 

また、包括的検証に向けては、ＮＴＴ東西における規制の遵守状況や料金の低廉化、市場シェア等の動向だけでなく、ＩＣＴ利活用の

促進に向けた取組を検証することとされておりますが、今回の検証結果案においては、政府が主体となったＩＣＴ利活用の促進策（予算

確保、事業推進、規制・制度等の見直し等）の一例が紹介されているものの、その取組が情報通信市場やＩＣＴ利活用促進に与えた影響・

効果については、定量的な分析が行われておらず、より掘り下げた検証が必要であると考えます。加えて、通信事業者や、通信事業者以

外の端末メーカ、アプリケーション・コンテンツプロバイダ、医療機関や教育機関等のプレイヤーがそれぞれどのような役割を果たし、

どのようにＩＣＴ利活用促進に貢献したのかといった点についても、利用者側の視点も踏まえ、検証を行う必要があると考えます。 

なお、当社については、従来より事業法等の法令及び各種ガイドラインを遵守して事業活動を行っており、また、改正事業法に定めら

れた更なる公正競争環境整備についても、適切な措置を講じており、公正競争上の問題は特段生じないものと考えています。上述のとお

り、ブロードバンドの普及促進を図るためにも、過去の延長線で今後の競争政策を決定するのではなく、市場環境や競争環境の変化を十

分踏まえて、現行の指定電気通信設備規制や禁止行為規制等については、改めてその必要性から検証し、実態にそぐわない不要な規制に

ついては速やかに見直しまたは撤廃を行っていただきたいと考えます。 
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指定電気通信設備制度に関する検証 
検証項目 当社意見 

（１） 
第一種

指定電

気通信

設備に

関する

検証 

ア 
指定要件に関する

検証 
 
イ 
指定の対象に関す

る検証 

【指定電気通信設備規制に対する基本的な考え方】 

 

・指定電気通信設備制度が導入された当時は、電話の時代であり、他事業者が加入者回線や加入者交換機を

自ら設置して、当社と同等のネットワークを自前構築することは実質的に困難であったことから、他事業

者がサービスを提供するためには、当社の固定電話網が不可欠であるとして、規制が課されてきました。 

・しかしながら、ＩＰ・ブロードバンド時代には、他事業者は、ルータ等の局内装置を自ら設置して独自の

ＩＰ網を構築し、アクセス回線も自ら敷設、あるいは当社がオープン化して提供するダークファイバ等を

利用してサービス提供しているところであり、現に、電力系事業者、ＫＤＤＩ殿、ＣＡＴＶ事業者といっ

た固定系の事業者だけでなく、ＷｉＭＡＸやＬＴＥ等を用いた無線系の事業者を含め、自ら設備を構築し

てサービスを提供する事業者間で熾烈な競争が展開されていることから、当社のＮＧＮをはじめとするＩ

Ｐ網には当社の固定電話網のような不可欠性はありません。 

・また、ＮＴＴ東西の加入電話契約者数は、平成１０年３月末時点のピーク時に約６，３００万でしたが、

平成２４年９月末時点では約３，０００万へと減少しています。一方、フレッツ光のひかり電話契約者数

（ｃｈ数）は、平成２４年９月末時点で約１，５００万足らずに留まっており、加入電話契約者数のピー

ク時と比べると、約１，８００万ものお客様が、携帯電話や他社直収電話に移行したものと考えられます。

これらに加えて、特に、最近の傾向として、スマートフォン等しか持たないお客様が増えてきていること

も踏まえれば、当社のＩＰ網は、携帯電話網を含め、各事業者が提供する多様なネットワークに係る選択

肢の一つに過ぎないと考えます。 

・したがって、今年度の検証にあたっては、このような市場環境・競争環境を十分に検証し、「不可欠性」

がない設備については、早急に指定電気通信設備の対象から除外していただきたいと考えます。 
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検証項目 当社意見 
（１） 
第一種

指定電

気通信

設備に

関する

検証 

ア 
指定要件に関する

検証 
 
イ 
指定の対象に関す

る検証 

【ＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網について】 

 

・当社のＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網（以下、ＮＧＮ等）については、以下の観点においてボトル

ネック性がないことは明らかです。 

① 他事業者がＩＰ網を自前で構築する際の素材となる線路敷設基盤やアクセス網は、世界的に最もアン

バンドリング／オープン化が進展しており、また、ＩＰ網の自前構築に必要なルータ等の電気通信設

備は誰でも容易に市中で調達し、自ら設置することが可能であるため、他事業者がこれらの設備を組

み合わせて当社と同様のネットワークを自前構築することは十分可能となっていること。  

② 現に、他事業者は当社のＮＧＮ等に依存することなく、独自のＩＰ網を構築し、当社に匹敵するブロ

ードバンドユーザを獲得しており、当社のＮＧＮ等は各事業者が提供する多様なネットワークの選択

肢の一つに過ぎないこと。具体的には、固定系ブロードバンドサービス市場で見た場合、当社シェア

は西日本マクロで５０．１％（平成２４年９月末）、府県別では最小で約３８％（同上）、ＦＴＴＨ市

場での競争が激しい関西エリアでは、２府４県でシェアが約４２％（同上）に過ぎないこと。  

さらに、モバイル系ブロードバンドサービスも含めたブロードバンド市場全体で見た場合、ＮＴＴ東

西のシェアはわずか１０％程度（同上）に過ぎないこと。 

③ ひかり電話サービスについて、加入電話と代替的なサービス市場で見た場合、直収電話、０ＡＢＪ－

ＩＰ電話、ＣＡＴＶ電話、０５０ＩＰ電話の合計に占めるＮＴＴ東西のシェアは４２％程度（平成２

４年９月末）、さらに、携帯電話も含めたシェアで見れば８％程度（同上）に過ぎないこと。 

④ アクセス回線のボトルネック性に起因する影響は、オープン化により遮断されており、他事業者はア

クセス回線からの影響を受けることなくネットワークを構築可能であるため、当社のアクセス回線の

シェアが高いか否かは当社のＮＧＮ等自体のボトルネック性の有無の判断にあたって直接関係がない

こと。 
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検証項目 当社意見 
⑤ 主要国において、ブロードバンドサービスのネットワーク部分をアンバンドルし、厳格な提供義務が

課せられているのは日本だけであること。 

・上述のとおり、当社のＮＧＮ等にボトルネック性がないことは明らかであり、また、ＩＰ・ブロードバン

ド時代は、各事業者がそれぞれネットワークを構築し、お互いのお客様同士が相互に通信しあう、同じ立

場での接続形態となっており、当社の固定電話網を中継事業者へアクセス網として貸し出す形態が中心で

あった電話時代の接続とは大きく異なっていることから、当社のＮＧＮ等は、第一種指定電気通信設備の

対象から除外していただきたいと考えます。 
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検証項目 当社意見 
  【局内装置類及び局内光ファイバについて】 

 

・イーサネットスイッチ、メディアコンバータ、光信号伝送装置（ＯＬＴ）、光局内スプリッタ、ＷＤＭ装

置等の局内装置類については、以下の観点においてボトルネック性がないことは明らかであることから、

第一種指定電気通信設備の対象から除外していただきたいと考えます。  

① 他事業者がＩＰ網を自前で構築する際の素材となる線路敷設基盤やアクセス網は、世界的に最もアン

バンドリング／オープン化が進展しており、ＩＰ網の自前構築に必要な当該装置類は誰でも容易に市

中で調達し、自ら設置することが可能であるため、他事業者がこれらの設備を組み合わせて当社と同

様のネットワークを自前構築することは十分可能となっていること。  

② 現に、他事業者は自前の光アクセスと当該装置類を組み合わせて、もしくは、当社の光アクセスと当

社の局舎コロケーションを利用して当該装置類を設置し、サービス提供していること。  

③ アクセス回線のボトルネック性に起因する影響は、オープン化により遮断されており、他事業者はア

クセス回線からの影響を受けることなくネットワークを構築可能であるため、当社のアクセス回線の

シェアが高いか否かは当社の当該装置類自体のボトルネック性の有無の判断にあたって直接関係がな

いこと。 

・なお、当該装置類の全てを第一種指定電気通信設備の対象から除外するのに時間を要する場合には、少な

くとも、他事業者がコロケーションできない局舎に設置された局内装置類、中継光ファイバの空きがない

区間に設置されたＷＤＭ装置等に指定対象を限定していただきたいと考えます。 

・局内光ファイバについては、他事業者による自前敷設が可能であり、また、他事業者が計画的に所定の手

続き・自前工事を行うことで、当社が局内光ファイバを敷設する場合と同等期間で、当該他事業者も局内

光ファイバを自前敷設できることに鑑み、第一種指定電気通信設備の対象から除外していただきたいと考

えます。 
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検証項目 当社意見 
  【加入光ファイバについて】 

 

・加入光ファイバについては、以下の観点においてボトルネック性がないことは明らかであることから、第

一種指定電気通信設備の対象から除外していただきたいと考えます。 

① 指定電気通信設備規制（ボトルネック規制）の根幹となる端末系伝送路設備については、電柱等ガイ

ドラインに基づく線路敷設基盤のオープン化や電柱の新たな添架ポイントの開放・手続きの簡素化等

により、他事業者が自前の加入者回線を敷設するための環境が整備された結果、他事業者の参入機会

の均等性は確保されており、ＩＰ・ブロードバンド市場においては、アクセス区間においても現に設

備競争が進展していること。 

② 現に、光ファイバについては、電力会社が当社の約２倍の電柱を保有しており、電力系事業者は相当

量の設備を保有する等、当社と健全な設備競争を展開しており、ＣＡＴＶ事業者も、通信と放送の融

合が進む中、電力会社や当社の電柱を利用して自前アクセス回線を敷設し、過去１０年間で契約数を

約１．８倍の約２，８６７万世帯（平成２４年３月末。登録に係る有線電気通信設備によりサービス

を受ける加入世帯数、「再放送のみ」を含む。）に増加させていること。 

これに関して、平成２２年度の「光の道」構想に関する意見募集に際して、ジュピターテレコム殿か

らも、「ケーブルテレビ事業者は、線路敷設基盤を保有しない状態で、今まで設備競争を行ってきた。

体力のある通信大手キャリアと異なり、規模の小さいケーブルテレビ事業者が、一社一社のカバーエ

リアは狭いながらも業界全体で世帯カバー率８８％まで設備を整えられたことは、電気通信業界にお

いて、設備競争をより活発に行うことが可能であることの証明であると考える。」といった意見も提出

されており、線路敷設基盤を持たなくても、意欲のある事業者であれば、当社や電力会社の線路敷設

基盤を利用して自前ネットワークを構築することは十分可能であること。 

③ 主要国において、加入光ファイバをアンバンドルし、厳格な提供義務が課せられているのは日本だけ

 7 



検証項目 当社意見 
であること。 

これに関して、平成２２年度の「光の道」構想に関する意見募集に際して、米国電気通信協会殿から、

「米国では、高速大容量の光ファイバー網を構造分離・機能分離・オープン化する規制ではなく、規

制を軽微に留めて設備ベースの競争を促す方針が一貫して採られています。」 「このように、日本に

おいては、さらなる規制負担によって高度通信網への設備ベースの投資を阻害するのではなく、現存

するオープン化規制などの障壁を取り除くことを検討する必要があると考えられます。米国には、高

度通信網のオープン化規制が存在しません。」といった意見も提出されていること。 

・なお、現行の固定系の指定電気通信設備規制は、端末系伝送路設備（メタルと光の区別がない）の５０％

以上の使用設備シェアを保有する場合には、これと一体として設置される電気通信設備を指定電気通信設

備として規制する仕組みとなっていますが、仮に、今回は、加入光ファイバが第一種指定電気通信設備の

対象から除外されないことになったとしても、今後に向けては、既に敷設済のメタル回線と、健全な設備

競争の下で整備されてきた光ファイバの規制を明確に区分し、個々にそのボトルネック性の有無等の検証

を行い、諸外国での規制の状況なども踏まえながら、規制の要否を判断する必要があると考えます。 

・また、その際には、加入光ファイバのボトルネック性の判断にあたって、設備競争における競争中立性を

確保する観点から、通信・放送の融合やモバイル系ブロードバンドサービスの普及等を踏まえ、ＣＡＴＶ

回線や高速モバイルアクセス等を含めるよう見直すことについて検討していただきたいと考えます。 

・さらに、現行のシェア基準値（５０％超）による規制は、事業者間のシェアが５０％前後で拮抗する場合

でも、５０％超か否かで事業者間に規制上の大きな差が生じる仕組みとなっているため、競争中立性を確

保する観点から、一定のシェアを有する事業者に対する規制の同等性を確保するよう見直すことについて

検討していただきたいと考えます。 
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検証項目 当社意見 
【ＦＴＴＨサービスの戸建て向け屋内配線について】 

 

・戸建て向け屋内配線は、お客様の宅内に設置される設備であり、誰もが自由に設置できる設備です。屋内

配線の設置工事は、他事業者も同様に実施することが可能であり、現に実施していることを鑑みれば、ボ

トルネック性がないことは明らかであり、当社の戸建て向け屋内配線を第一種指定電気通信設備から除外

していただきたいと考えます。 

 

【現行の指定方法の見直しについて】 

 

・殆ど全ての県内設備に事前規制をかける現行の第一種指定電気通信設備の指定方法を継続した場合、健全

な競争が繰り広げられているブロードバンド通信市場においても、サービス開始前に接続約款の認可又は

告示改正等の行政手続きが必要となり、また、認可申請前の事前説明にも一定の時間が必要となるため、

お客様に対する新サービスの提供や料金値下げを遅らせる原因となり、当社を他事業者との競争上極めて

不利な立場に置くことになるだけでなく、更なるブロードバンド普及に向けたインフラ整備や新規サービ

ス開発の芽を摘むことによって、お客様の利便の向上を妨げることになると考えます。 

・したがって、現行制度の下においては、ＮＴＴ東西のほぼ全ての県内電気通信設備が、ボトルネック性の

有無についての十分な検証がされないままに、ボトルネック性を有するとの蓋然性があるという理由で、

原則として全て指定電気通信設備とされるネガティブリスト方式が採用されておりますが、本来、規制の

対象となる設備は、行政当局が個別に不可欠性を挙証できた必要最小限のものに限定し、具体的に列挙す

る方式（ポジティブリスト方式）を採用すべきと考えます。 
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検証項目 当社意見 
（１） 
第一種

指定電

気通信

設備に

関する

検証 

ウ 
アンバンドル機能

の対象に関する検

証 

・当社のＮＧＮ等、イーサネットスイッチ等の局内装置類、局内光ファイバ、加入光ファイバ等については、

前述のとおり、第一種指定電気通信設備の対象から除外していただく必要があると考えますが、仮に引き

続き第一種指定電気通信設備の対象とするのであれば、少なくとも他事業者による利用実績や実需要がな

い機能については、早急にアンバンドル機能の対象から除外していただく等の対応を行っていただきたい

と考えます。 
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検証項目 当社意見 
  【収容局接続機能及び中継局接続機能のアンバンドルについて】 

 

・フレッツサービスに係る機能（一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能・特別収容ルータ接続ルーティ

ング伝送機能）については、地域ＩＰ網において、特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能の接続料を

設定していたものの、平成１３年から現在に至るまで１０年以上、他事業者による利用実績はないことか

ら、アンバンドルの対象から除外していただきたいと考えます。 

・中継局接続に係る機能（一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能・特別中継ルータ接続ルーティング伝

送機能）についても、接続料を設定したものの、他事業者による利用実績はないことから、アンバンドル

の対象から除外していただきたいと考えます。 

 

【局内装置類に係る機能のアンバンドルについて】 

 

・光信号伝送装置（ＯＬＴ）は平成１３年より、メディアコンバータ・局内スプリッタについては平成１４

年より、当社が接続料を設定していたものの、平成１３・１４年から現在に至るまで９年ないし１０年以

上、他事業者による利用実績はないことから、アンバンドルの対象から除外していただきたいと考えます。 

・イーサネットスイッチに係る接続料（イーサネットフレーム伝送機能）についても、他事業者からの強い

接続要望を受け、平成２２年６月に接続料を設定したものの、同年７月、当該他事業者からの接続申込み

が取り下げられ、また現在に至るまで当該他事業者を含む事業者からの利用要望がないことから、アンバ

ンドルの対象から除外していただきたいと考えます。 
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検証項目 当社意見 
【ＩＰ電話サービスに係る機能のアンバンドルについて】 

 

・音声通話に係る接続のように、各事業者がそれぞれネットワークを構築し、双方の利用者同士が相互に通

信を行うためにネットワークと接続する場合には、各事業者は相互に接続料を支払い合う関係に立つこと

になります。当社のひかり電話網と他事業者網との接続も、このような対等な関係にあるため、当社のひ

かり電話網のみを指定電気通信設備とすることはもちろん、ひかり電話サービスに係る機能（関門交換機

接続ルーティング伝送機能）のみをアンバンドルの対象とすることはバランスを失することになります。 

・したがって、当社のひかり電話網については、前述のとおり、第一種指定電気通信設備の対象から除外し

ていただく必要があると考えますが、仮に引き続き第一種指定電気通信設備の対象とするのであれば、当

該機能については、早急にアンバンドル機能の対象から除外していただく等の対応を行っていただきたい

と考えます。 

・また、現在、当社のひかり電話網と接続する他事業者網の接続料の中には、他事業者網の着信ボトルネッ

ク性が一因となって、当社よりも高い水準の接続料が設定され、事業者間取引のバランスが損なわれる、

いわゆる「逆ザヤ問題」が生じている場合があります。 

・当社から当該事業者に対し、当該接続料の妥当性を判断すべく、協議等で具体的な算定根拠を提示いただ

くよう再三求めていますが、当該事業者には全く応じていただけない状況にあることから、「事業者間協

議の円滑化に関するガイドライン」（平成２４年７月２７日）にあるとおり、当社から求めがあれば、相

手方は合理的な理由なく差が生じないよう情報開示を行うべきであり、少なくとも、当社と比べ接続料が

高止まりし、その格差が協議事項となっている場合には、当該事業者には当社と同程度の算定根拠を提示

いただき、合理的な説明を行っていただきたいと考えます。 

・それでもなお、十分な情報開示をいただけない場合には、総務省殿において、こうした事業者の接続料

について透明性を確保し、接続料の水準や算定方法の適正性を検証できるよう、算定根拠に係る情報開示
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検証項目 当社意見 
の程度を更に高めるために必要な措置を講じていただきたいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 



検証項目 当社意見 
【ベストエフォート０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスについて】 

・ソフトバンク殿の提案に基づくベストエフォート回線を用いた０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスの実現方式に

ついては、情報通信審議会答申（平成２４年９月２７日）において、安定品質以外の技術基準への適合、

定期的な品質測定及び分析の結果の報告を前提に、実施期間及び実施条件を限定した特例措置を付した上

で、０ＡＢＪ番号の使用を認めることが適当とされたところですが、当該サービスは、現行の０ＡＢＪ－

ＩＰ電話の通信品質基準が確保されておらず、緊急通報呼が繋がらなくなる可能性もあるなど、国民生活

に支障を及ぼすことになることに加え、以下のとおり、技術的な問題だけでなく、競争政策上の極めて大

きな問題を孕んでいるため、もっぱら技術基準等を取り扱う場の議論のみで容認されるべきではなく、競

争政策の観点から、十分議論を尽くした上で、その是非を判断する必要があり、それまでの間は、当該サ

ービスの提供は見送られるべきであると考えます。 

 

（１）ユニバーサルサービスの在り方について 

・今回のソフトバンク殿の提案は、当社のフレッツ光（ブロードバンドサービス）上で提供すること

を前提としているため、ユニバーサルサービスには該当しませんが、同様の方式で「電話のみメニ

ュー」が低廉な料金で提供されるようになった場合に、当該メニューがユニバーサルサービスに該

当するか否か明確になっていません。 

・仮に、当該メニューがユニバーサルサービスに該当するとされるのであれば、当社もこれからＰＳ

ＴＮマイグレーションを控えている中で、ＩＰ電話サービスの提供方法を抜本的に見直さざるを得

ないものと考えます。 

・逆に、当該メニューがユニバーサルサービスには該当せず、ユニバーサルサービスとしては従来ど

おりの品質を求めるとされるのであれば、（２）に後述するような競争中立性を欠いた競争環境下に

おいて、当社はユニバーサルサービスを提供する責務を果たすことが困難となるため、ユニバーサ
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検証項目 当社意見 
ルサービスの定義そのものを抜本的に見直すことが必要になると考えます。 

・また、現在、ユニバーサルサービスの維持に係るコストについては、その一部を基金で補填し、大

半をＮＴＴ東西の内部補填により賄っているところですが、他事業者が都市部等の競争エリアにお

いて、今回の提案方式によるベストエフォートの０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスを低廉な料金で提供

するようになると、都市部等でのＰＳＴＮユーザの流出が進み、ＮＴＴ東西の内部補填によるユニ

バーサルサービスの維持が困難になることから、ユニバーサルサービス基金制度についても抜本的

に見直すことが必要になると考えます。 

（２）ネットワーク利用料の負担の公平性について 

・今回、ソフトバンク殿は、当社のＮＧＮとＩＳＰ接続することで、ルータによる伝送部分のネット

ワーク利用料を負担することなく、０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスを提供しようとしており、当該サ

ービスの通話料を無料にしてくることも想定されますが、当社を含む０ＡＢＪ電話サービス提供事

業者は、交換機やルータによる伝送部分のネットワーク利用料（コスト）について、電話サービス

の通話料で回収することを前提に事業を運営してきたところであり、当該コストを他の料金で回収

するような見直しは現実的には難しいと考えます。 

・このように既存事業者が、現実的に採り得ない仕組みで０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスの提供を認め

ることは、これまでの０ＡＢＪ電話市場における競争環境を根本的に覆し、現行のＰＳＴＮ並みの

品質確保を前提に技術開発・研究・投資を重ねてきた既存事業者に対して圧倒的に不利な競争条件

を強いるものであり、同じ０ＡＢＪ電話でありながらネットワーク利用料の負担の公平性が図れな

い等の点について、競争政策上の観点から十分検討する必要があると考えます。 
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検証項目 当社意見 
（２） 
第二種

指定電

気通信

設備に

係る検

証 
 
 

ア 
指定要件に関する

検証 
 
イ 
指定の対象に関す

る検証 
 

【第二種指定電気通信設備規制の対象】 

 

・情報通信行政・郵政行政審議会からの答申（平成２４年１１月２７日）に基づき、新たに第二種指定電気

通信設備規制の対象としてソフトバンク殿が追加されましたが、現時点において第二種指定電気通信設備

規制の対象となる携帯事業者（以下、二種事業者）３社間の接続料水準には格差が生じています。 

・二種事業者が「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」を遵守することで、携帯電話

接続料の水準・算定に係る適正性・透明性が確保され、接続料水準が下がっていくものと考えますが、他

の二種事業者に比べ接続料水準が高止まりし続けている二種事業者については、当該ガイドラインの遵守

に加えて、「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」（平成２４年７月２７日）にあるとおり、当

社から求めがあれば、当社と同程度の算定根拠を提示いただき、合理的な説明を行っていただきたいと考

えます。 

・それでもなお、十分な情報開示をいただけない場合には、総務省殿において、こうした二種事業者間で接

続料水準に格差が生じている要因や、他の二種事業者に比べ接続料水準が高い事業者の設定する接続料が

妥当であるかについて検証した上で、その検証結果を公表する等、接続料水準の透明性・適正性を確保す

るために必要な措置を講じていただきたいと考えます。 

 

 16 



検証項目 当社意見 
（３）

禁止行

為に関

する検

証 
 

ア 
第二種指定電気通

信設備に係る禁止

行為規制の適用事

業者の指定要件に

関する検証 
 

【第二種指定電気通信設備規制の対象】 

 

・携帯電話事業者に対する第二種指定電気通信設備制度は、国から割当を受けた公共財である電波の有限希

少性に依拠しているものであることから、本来、全ての携帯電話事業者（ＭＮＯ）に同等の競争ルールが

適用されるべきであると考えます。 

・特に、禁止行為規制については、携帯電話事業者の中でＮＴＴドコモ殿だけが引き続き規制対象とされて

いるところですが、昨今のスマートフォンの爆発的な普及やスマートフォンをトリガーとする移動通信と

固定通信が融合した市場の拡大等、市場環境や競争環境の急激な変化等を踏まえると、携帯電話事業者同

士で規制格差を設けなければならない程の市場支配力の差は存在しないことから、規制格差の存在によっ

て各社の利用者間で不公平な状況が生じることにならないよう、非対称規制となっている禁止行為規制に

ついては撤廃すべきと考えます。 
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検証項目 当社意見 
（３）

禁止行

為に関

する検

証 
 

イ 
指定電気通信設備

における禁止行為

に規制の運用状況

に関する検証 
ウ 
特定事業者制度に

係る禁止行為規制

の運用状況に関す

る検証 
 

【禁止行為規制等について】 

 

・当社は、従来より電気通信事業法等の法令及び各種ガイドラインを遵守してきており、平成２３年１１

月３０日に施行された改正事業法及び同法施行規則について、以下のとおり措置を講じております。 

① すべての監督対象子会社において禁止行為に関する規程等を制定し、責任者の配置、研修の実施、点

検の実施等の措置を実施。 

② 接続関連情報等の取り扱いに関する体制の整備等を実施。 

・設備部門の設置、並びに、兼務の禁止、及び、居室の分離。 

・接続関連情報を有するシステムにおける利用権限の管理、ログの記録・保存。 

・接続関連情報の取扱いに関する規程の制定、研修の実施。 

・当社設備部門が第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の設備の接続のために実施した手続

の実施の経緯等の記録・保存及び当社設備部門が第一種指定電気通信設備を用いた電気通信役務を提

供するために当社設備部門以外の部門との間で実施した手続の実施の経緯等の記録・保存。 

・設備部門とは独立した監視部門による、他の電気通信事業者との間において記録された手続の実施

の経緯等が接続約款等の規定によるものであること、及び、当社設備部門以外の部門の間において記

録された手続の実施の経緯等が接続約款等の規定に準ずるものであることの確認。 

・設備部門とは独立した監視部門による、設備部門における接続関連情報の取扱いに問題がないこと

の確認。 

    等 

 

・むしろ、情報通信市場においては、固定と移動の融合、プレイヤーの多様化、市場のグローバル化が急速

に進展する中で、お客様利便の高いサービスの提供に向けて、各事業者が他の事業者との協業も活用し、

（４）業務委託先子会社等監

督の運用状況に関する検証 
 
 

（５）機能分離の運用状況に

関する検証 
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検証項目 当社意見 
 活発な事業展開を行っているところです。現に、例えばＫＤＤＩ殿は、特定の事業者の固定通信を利用し

た場合にスマートフォンの月額料金を割り引くなど固定とモバイルを組み合わせた新たなサービスを開

始しています。 

・その一方で、ＮＴＴ東西に対しては、電話時代を前提とした指定電気通信設備規制や禁止行為規制といっ

た非対称規制や、往時の競争環境を前提とした累次の公正競争要件などが課せられており、これにより、

お客様の利便性の向上に対する要請に機動的かつ柔軟に対応できないとなれば、ＮＴＴグループのお客様

だけが不利益を被ることとなります。 

・したがって、全ての事業者のお客様が多様なサービスの利便を制約なく享受し、ブロードバンドサービス

の利活用の一層の促進を図る観点から、現在の規制のうち時代にそぐわないものは撤廃または緩和してい

ただきたいと考えます。 
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